
 

禁煙外来のご案内 
禁煙外来とは？ 

禁煙は、自分一人ではなかなか達成できません。病院のサポートを受けながら、禁煙をしてみませんか？ 

禁煙外来では、医師が、あなたの喫煙歴をきちんと把握した上で、禁煙補助薬の処方、治療の経過を見守って

くれます。禁煙中の症状（イライラ、眠くなる等）が起こっても、医師に相談できるので、うまく続けていく

ことができます。 

 健康保険を使って、禁煙ができます 

近年、ニコチン依存症は病気であることが認識されるようになり、一定の条件を満たせば健康保険を使っ

て禁煙治療ができます。健康保険が適用されるには下記の「禁煙治療を受けるための要件」４点を満たし

ている必要があります。 

禁煙の補助薬は３種類 

禁煙のための補助薬を使うことで、ニコチン切れの離脱症状があらわれにくくなり、禁煙を続けやすくなり

ます。 

禁煙補助薬には、ニコチンを含まない飲み薬、ニコチンパッチ、ニコチンガムの 3 種類があります。医師が

処方し、健康保険等が使えるのは、ニコチンを含まない飲み薬と、医療用のニコチンパッチです。ニコチン

ガムと、一部のニコチンパッチは、薬局で買うことのできる一般用医薬品になります。 

 ※ニコチンガムと一部のニコチンパッチは、薬局・薬店で購入する一般用医薬品であり、健康保険等は適用されません 
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健保診療所で禁煙治療ができます（予約制） 
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